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 保育所保育指針において、保育士及び保育所の自己評価並びにその公表が努力義務とされている。 

 このことを踏まえ、おおぞら保育園では保育の質の向上を図るために自己評価を実施する。 

  評価については以下のような基準で評価を行う。 

◎ → よくできている      〇 → ほぼできている    △ →努力が必要 

 

１、 人権の尊重   

   子どもの人権条約の遵守、ならびに子どもの最善の利益を追求する。 

小分類 評価    評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

子どもの人権に十分配慮するとと

もに、文化の違いを認め、互いに

尊重する心を育てるよう配慮して

いる。 

 

 

 

 〇 

  

子どもの人権、権利とは何であろうか、字面では難しく

考えてしますが日々の保育の中で子どもの思いや要求

に耳を傾け、感じ取り、子どもの思いや願をできるだけ 

実現できるように取り組んでいる。子どももかかわる 

大人も穏やかに情緒が安定して生活できるように努め

ている。 

 

 

（２） 

性差への先入観による固定的な観

念や役割分業を植え付けないよう

に配慮している。 

 

 

 〇 

性差への先入観を植えつける行為、言葉がけをしない 

等偏見を持たせないよう十分配慮し保育にあたってい

る。差別的な性差を意識することなくひとりの人とし

ての尊重を大切にしている 

 

 

２、 説明責任 

   保護者や地域の子育て家庭に、保育園の役割や保育内容について情報提供をする。 

      小分類 評価    評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

理念や基本方針が利用者に周知さ

れている。 

 

 

 

 〇 

 保育理念や保育内容は文章などの周知にとどまらず

理念が反映している生活が可視化できるよう努めて

いる。 

 ※理念等理解しやすいよう保育の事例などをあげ 

  定期的な園文書の発行で知らせる機会を積極的 

  につくるようにする。 

（２） 

保護者が意見を述べやすい体制が 

確保されている。 

 

 

 

 △ 

 育児での困り感等、話しやすい雰囲気を作ることを 

 意見を拝聴する機会は限られている。園側（保育士

側）からの発信の傾向が強い、ほんの少しの時間でも

会話ができるなら、それに努めていくことが大切と



考えている。 普段から些細なことでも 

 聞いてくれる、そんな雰囲気を作れるように努めて

いくことが必要である。 

 

３、 情報保護 

  保育にあたり知り得た園児、保護者の情報は適正に取り扱い、保護しなくてはならない。 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

 

(1) 

利用者のプライバシー保護に関す

る規定、マニュアルを整備してい

る。 

 

 

 

 

 

 〇 

 個人情報に関するマニュアルに準じて園内で共有す 

 る事項は部外に持ち出さない、話さない等情報の漏 

 漏に取り組んでいる。 

 ホームページ（ブログ）保育記録（ドキュメンテーシ

ョン）においての児童の画像使用などはついては保護

者の同意（同意書）をいただき、尚且つ不適切な画像が 

掲載された場合は速やかに削除するなどの体制を作っ

ている ※７年度は画像削除の依頼はありません。 

 

 

（２） 

遵守すべき法令など正しく理解し

取り組みを行っている。 

 

 

 

 

 △ 

 保育運営には法令の順守が伴うことを周知してい

る。適正な保育を行っていれば法令も遵守できると考

え子どもの安心、安全な生活環境をつくることの意識

を継続していくこと 

 不適切保育、児童虐待。性暴力など適正な保育の営み

ができるよう再度の学びが必要 

 

４．苦情処理 

    保護者からの信頼を高め、保育提供の質の向上に向けた取り組みの一環として、保護者からの 

    苦情や意見等に対して、迅速に対応を進める。 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

 

（１） 

保護者が相談や意見を述べやすい

環境を整備し迅速に対応している。 

 

 

 

 

 △ 

 保護者からの意見、要望は真摯に受け止め、迅速に 

 対応することに心掛けていく、情報の共有、問題の 

 原因、見直し、解決（対処）方法を明確にすることに 

 努めなくてはならない。 改善していけるところの

対応を迅速に行うように努めていくと共に職員間の

情報共有を密に取り組んでいく。意見が述べやすい

ような環境づくりに課題は継続である 

（２） 

苦情解決の仕組みが確立され、十分

に周知、機能されている。 

 

 

 

 〇 

保育重要事項にて苦情解決の仕組みを周知している。 

 担当保育士のみで問題を抱えるのではなく上職が介

入（相談、直接対応）して対応することに努めている。 

 迅速に対応することと情報共有の徹底、適正な対応 



  苦情からの対応で保育運営の向上につながることを 

 意識づけていく 

 

５、 保育内容 

一人ひとりの子どもの置かれている状態及び家庭、地域社会における生活の実態を把握するととも

に子どもを暖かく受容し、適切な保護を行い、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるように

する。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

保育計画が保育の基本方針に基づ

き、さらに地域の実態や保護者の意

向などを考慮して作成されている。 

 

 

 

 △ 

園の方針転換等保護者の対応変化を必要とする事項に

ついては理解していただけるよう丁寧に対応するよう

努めている。計画が前年度の踏襲にならず、年度ごとの

状況を踏まえ考え計画に反映させていくこと 

が課題である。 

 

（２） 

指導計画の評価を定期的に行い、そ

の結果に基づき指導計画を改定し

ている。 

 

 

 

 △ 

  

子どもの理解に努めることがより適正な計画の作成に

反映されるため、日々の業務の見通し（計画性）を 

持ち保育にあたることの意識の向上をはかりたい、 

 

 

（３） 

子ども一人ひとりへの理解を深め、

受容しようと努めている。 

 

 

 

 

 〇 

子どもを理解していることで適正なかかわりができる

と考えている。一人、ひとりの理解に努めようとする 

姿勢（行動）は浸透し定着しているので継続していく 

子どもの起こす行為、行動において保育士が子どもの 

内面にまで心を寄せていくことの大切さの理解が 

徐々に保育に従事する職員に浸透している 

（４） 

子どもが自発的に活動できる環境

が整備されている。 

 

 

 

 〇 

  

 環境構成工夫への意識はあり、環境を意識して 

 作る試みが行われているので継続していく。 

 環境構成については子どもの理解が必須であるので 

 前の項目同様、心を寄せ多角的な見方、思考で理解に 

 努めていくことへの課題を継続して取り組んでいる 

（５） 

基本的な生活習慣や生理的現象に

関しては一人ひとりの子どもの状

況に対応している。 

 

 

 

 〇 

子どもの要求に応じて、応答的に子どもの行動に寄り

添うことの意識は高い。 

 

 

 



      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（６） 

身近な自然や社会と関われるよう

な取り組みがなされている。 

  

 

 〇 

野菜の栽培に加え収穫体験などを経験している。 

園庭に畑のスペースの活用もできるようになり、自然

体験が身近にできる環境を継続していく 

（７） 

さまざまな表現活動が体験できる

ように配慮されている。 

 

 

 〇 

年齢に応じた表現活動ができる環境設定の工夫が必要 

玩具の適正や絵画（描画 制作）、わらべうた等年齢に 

応じたものを実践から検証してより良い内容にして 

いくことが望ましい 内容の工夫など保育士の学習の

機会をより作っていく必要である 

（８） 

遊びや生活を通じて、人間関係が育

つよう配慮している。 

 

 〇 

生活の中でできるだけ子ども達で考え、主体的に取り

組めるよう配慮している。 活動の中で子どものやり

とりや関係性の理解につとめていく 

（９） 

乳児保育のための環境が整備され、

保育の内容や方法に配慮がみられ

る。 

 

 〇 

一人、ひとりの生活リズムに合わせ、ゆったりとした 

保育を心がけている。保育士の連携、意思疎通において 

日々の振り返りなど対話の習慣をつけていく必要が 

ある。 

（７） 

長時間にわたる保育のための環境

が整備され、保育の内容や方法に配

慮がみられる。 

 

 

 

 △ 

長時間（時間外）との連携または担当者の子どもの理解 

、援助など担当保育士はその周知、理解に工夫が必要で

ある。連絡、報告において他人任せにならず自身の責任

として関係を育んでいくことが必要 

時間外保育士との連携も意識し連絡事項の共有を図る

ことが必要である。 

 

６、 要保護児童への対応 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

虐待を受けていると疑われる子ど

もの早期発見に努め、得られた情報

速やかに園長に届くようになって

いる。 

 

 

 〇 

 虐待について（類似ケース）については迅速に対応す 

 るように努めている。 

 朝の視診、日中の観察などを通じて子どもの異常、サ

インを見落とさないように意識し職員間での情報共有 

も行っている。 些細な変化も意識し情報を共有する 

（２） 

虐待を受けていると疑われる子ど

もの保護者への対応について市関

係機関、児童相談所等に通告、照合

する体制が整っている。 

 

 

 

〇 

迅速に対応している。疑われるケース以前に心配性 

のある子ども、保護者についても行政担当課へ周知し 

定期的に情報を上げている。 

保育園のみで対応せず行政関係機関と積極的に連携関

係を築いている。 

 



７、 特別な支援を要する子どもへの対応 

インクルージョンを基本に保護者や職員間で共通の認識を持ち、巡回発達相談や専門の機関と連携

しながら子どもの発達を保障する。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

環境が整備され、保育内容や方法に

配慮がみられる。 

 

 

 〇 

個々に合った対応を考えて保育を行っている。 

保護者との連携、面談を定期的に実施、市、発達センタ

ーとの連携で施設巡回を実施し専門家らの具体的な支

援、援助のアドバイスを受け保育に反映している。 

行政の研修会に積極的に参加している 

 

８、 在宅子育て家庭への支援 

多様な子育てニーズや地域住民が求める援助を把握し、それに基づいた事業・取り組みを実施する。 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

地域の福祉ニーズを把握している。 

 

 

 △ 

地域関係機関と連携を構築している段階で利用者のニ

ーズに応じた支援活動を考え取り組んでいくことが望

まれる。  

（２） 

地域の福祉ニーズに基づく事業・取

り組みが行われている。 

 

 

 △ 

支援センターのニーズの理解、把握につとめ施設で行

える事業などを実施している。 

 

 

１０、健康支援 

子どもの健康状態、発達状態を把握する。感染症、疾病への対応を適切に行い、保護者、職員にその対応、 

予防を周知する。必要に応じて関係機関を含めた情報を共有する。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

保健、健康マニュアルを作成し子ど

も一人ひとりの健康状態に対応し

ている。 

 

 ◎ 

日々の健康については看護師を中心に微視的に把握 

記録をとり一人ひとりの健康把握に努めている。 

 体調不良児童の対応など細やかにし保護者対応の 

 必要なケースは迅速に対応している。 

（２） 

健康診断の結果について、保護者や

職員に周知し保育に反映させてい

る。 

 

 

 ◎ 

年２回（内科）１回（歯科）検診を実施、結果について

は保護者に通知している。 

 

 



      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（３） 

 感染症発生時に対応できるマニ

ュアルを作成している。 発生状況

を保護者に周知している。 

 

 〇 

 感染症が発症した場合は迅速に保護者に周知し啓発 

 している。日頃より感染症についての情報収集し 

 感染拡大防止に努めている。  

 

 

 

１１、環境、衛生管理 

 施設の環境を常に適切な状態に保持するとともに施設内外の設備、用具などの衛生管理に努める。 

 子ども及び職員が手洗い等により清潔を保とうとするとともに施設内外の保健的環境の維持向上に努

める。 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

子どもが心地よく過ごすことの

できる環境を整備している。 

 

 

△ 

保育室の環境整備は各担任保育士に委ねているが 

 整理整頓、美化への意識が薄い 

 

（２） 

生活の場に相応しい環境とする 

取り組みを行っている。 

 

 〇 

 子ども達が安心に安全に過ごせるような環境づくり 

 に取り組んでいる。実施の経過、評価など丁寧な振り

返りをしり良い環境を作ることが必要。 

 

１２、保護者の支援 

   保護者との信頼関係を築き、子どもの最善の利益を考慮した保育ができるよう、育児相談や懇談 

  会、家庭連絡を充実する。 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

一人ひとりの保護者と日常的な

情報交換に加え、個別面談を行っ

ている。子どもの発達や育児等に

ついて懇談会などを行い、保護者

との共通理解を得る機会を設け

る 

 

 

 

 〇 

  

 配慮が必要とされる家庭、児童については個別に 

相談や面談を実施している。 

 定期的な面談に限らず保護者、家庭の状況に応じて 

 保護者と話せる機会を持つようにしている 

（２） 

家庭の状況や保護者との情報交

換の内容など必要に応じて記録

されている。 

 

 〇 

 配慮、支援が必要な事項については記録に残すと共 

 に会議等で職員が共有できるようしている。 

 情報の漏洩には厳格に対応しつつ職員間で情報を 

 共有できる内容については記録の把握をしている 

 

 

 



１３、研修計画 

保育の質向上のために目標を定め、組織として目的意識をもった研修計画を策定し取り組み実施する。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

職員の教育、研修に関する基本姿

勢が明示されている。 

 

 

 △ 

 職員研修 園内外について年間の計画を作成 

 キャリア研修については該当者に実施している。 

 いる。外部研修は参集型へ積極的に参加して、他園の 

 職員との対話の機会をつくっている 

（２） 

個別の職員に対して組織として

の教育、研修計画が策定され計画

に基づいて具体的な取り組みが

行われている。 

 

 

 

  ○ 

 それぞれのキャリアに応じた研修の取り組みを工夫

していくことが必要である。 

 

 キャリアアップ研修等経験に応じた研修は継続され 

 資質の向上につなげている。 

 

（３） 

定期的に個別の教育、研修計画の

評価、見直しを行っている。 

 

 

 

 

 △ 

 職員間で研修報告をする等の発表の機会を設け積極

的な研修の振り返り、保育への反映が必要である。 

 個々のスキル、知識に応じた研修の計画を作成して

いく 

  

 

１４、小学校との連携 

   子どもの連続的な発達などを考慮して、互いの理解を深めるようにするとともに、子どもが 

   就学に期待感を持ち積極性を持って生活できるようにする。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１）小学校との連携、話し合い、

就学への引継ぎ等の連携体制が

整備されている。 

授業参観（保育参観）や行事及び 

課題授業など交流を行っている 

 

 

 〇 

 保育園、幼稚園、小学校との連携については 

 市内で協議会を設置運営している。 

 は授業参観を実施し併せて情報交換を含めた協議を

行っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 



１５、地域との交流 

    保育園が地域社会の一員としての社会的役割を果たすと共に、地域の協力の中で子どもが育

つような取り組みを行う。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

地域との関係が適切に保たれてい

る。 

 

 

 〇 

  

 管理者レベルでは（行政を介して）会議、連絡などを

通じて状況の把握に努めている。 

  

（２） 

保育園が有する機能を地域に還元

している。 

 

 

 〇 

 地域支援センターは地域の方の利用が定着してきて

いるが事業内容などの見直しや工夫が必要 

  

（３） 

関係機関等との連携が適切に行わ

れている。 

 

 

 〇 

 関係機関との連携や報告は定期的に行っている。 

 市内認可保育園とも情報交換も行い、各保育、市内の 

 保育事情を精査し市担当課に改善や要望を伝え 

 保育行政と連携、保育運営の向上に努めている。 

（４） 

地域の福祉向上のための取り組み

を行っている。 

 

 

 ○ 

 保育園、幼稚園小学校連絡協議会等を通じて連携 

 協議しているものの慣例的な部分もある。 

 保育所を適正に運営することが地域福祉の維持につ 

 ながる。地域福祉が向上するための協議（会議）には 

 積極的な参加を継続している。 

（５） 

地域の福祉ニーズに基づく事業、活

動が行われている。 

 

 

 

 △ 

 引きこもり家庭や積極的な利用ができない家庭に 

 ついては行政側の協力で養育支援訪問を通じて 

 保育園の利用につながる仕組みの構築が必要で 

 あり具体的な動きに伝わるよう要望していく必要が 

 ある。 

（６） 

ボランティア受け入れに対する基

本姿勢を明確にして体制を確立し

ている。 

 

 

 

 〇 

 受け入れについてガイドライン等の作成、明示が必

要である。（保健衛生・安全保障など） 

 ※養成校の実習受け入れは可能なかぎり対応してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 



１６、食 育 

   食事は子どもの身体的成長の基本であり、心豊かに食を楽しみ、自然の恵みに感謝し、子どもの命  

 を守る大切なものである。年齢にあった調理方法や栄養のバランスはもとより、食習慣の確立、 

 栄養指導、心の健康づくりという目的に応じて一人ひとりの子どもに配慮する。 

 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

食育を通じて、子ども達が食事を楽

しむことができるように工夫して

いる。 

 

 〇 

 現場、保育士については各年齢食育計画を作成し 

 取り組んでいる。 園内で栽培し収穫したものを 

 調理して食べることが主になっている 

（２） 

子どもの食生活を充実させるため

に、家庭と連携している。 

 

 

 △ 

 食育等の取り組みついては情報を発信している。 

 特に乳児については喫食状況をみて細やかに保護者 

 に状況を伝えている。  

 

（３） 

食物アレルギーは個別に配慮して 

提供している。 

 

 

 〇 

 アレルギー対象児童については状態の把握からはじ

まり医師の所見、支持、家庭での摂食状況の把握、具体

的な食の提供方法など保護者の理解を求めている。尚

且つ安全に提供できる動線の確保に努めている。 

 

１７、安全対策、事故防止 

災害や事故発生に備え日常点検や避難訓練を実施するとともに外部からの不審者の侵入防止のための措

置や訓練を行い不測の事態に備える。保育中の事故防止のため保育所内外の安全点検に努め、安全対策

のために職場の共通理解や体制づくりを図る。 

      小分類 評価      評価の根拠、具体的事例及び改善方法 

（１） 

消防、防災、防犯のマニュアルが作

成され定期的な訓練を実施し災害

時の対応を意識した取り組みを行

う。 

 

 

 ◎ 

 法令で定められた訓練を実施している。 

  

 各マニュアル個々の役割分担の掌握することが必要 

（２） 

事故防止等のチェックリスト等が

あり事故防止向けた具体的な取り

組みを行っている。 

 

 ○ 

 保育施設の安全管理チェックリストはあるものの 

 チェックが慣例的になっている。 

個々の安全への創意工夫や意識の向上が望まれる。 

 保育室、園庭など子どもの生活拠点の安全面への 

 強い意識が望まれる 

 

 

 



令 和 ７年 度 総 合 評 価 ― 振り返り 

 

  毎年の事、年度の終わりに自園の評価をする。１年間という長い期間を一時で振り返ることに難し

さはあります。子どもの生活（暮らし）を支える仕事として保育園はある。近年は様々なニーズに対応す

るため、国主導で保護者の利便性を追求する施策が私たちに課せられている。子どもの育ち、成長には保

護者（親）の安定が必要であることは重々、承知しているが目前の子ども達のことを心底考えているのか

と思えるような施策も出ている。 私たちの保育園は国が考える時代のニーズには少々、疎さがあるこ

とは否めません。 なぜなら、まずは子どもありきに物事を考えること大切にしているからです。 

子どもの成長は身体だけ丈夫ならよろしいというわけではありません。心を育むことが常に一緒に存在

しています。子どもの発達を微視的にみて、考えていきたい、子どもの心の育みはどんな環境なら育って

いくのかを常に考えて保育にあたっています。ただ、保育園に従事している保育士（職員）は経験も体験

も知識のそれぞれであるから、先に述べたような保育を営むのも至難であると考えている。結果、時間も

かかる、時には後退もする。満足する保育なんてめったにない。あるとすれば大人主導の保育を展開した

ときにのこる後味の悪い、満足感である。私たちはそんな保育を望んではいないので結果、３歩進んで２

歩下がるように自問自答しながら、子どもにとって良かれという内容が生まれるような保育を考え、 

取り組んでいる。 できあいの活動ありきに教育要素を詰め込むようなことはないだけに、それぞれの

保育者が子どもの理解に努め、日々、面白がれるものにしたいと考えている。 そんな保育を掲げている

だけに保育者の人間関係にはとても注意深く関心をよせる。 生活する大人の関係がそれなりにうまく

いっていなければならない、他者をきにかけ、思いやり、時にはしっかりと思った事が言える関係、殊に

子どもの事なら妥協しないで思いをぶつけ、尊重できる関係で物事の筋道を作っていく体制を目指して

いる。道半ばである、現在も進行形であり、試行錯誤である。大人のいい循環は子どもにとって実に心地

よいものであるから、基盤は何年かけてもしっかりと作っていきたい。 

 毎年、触れているが「保育は人」であり子ども達の情緒穏やかな生活を送れる環境は「人」で決まると

も言える。 子ども達にかかわる大人が穏やかな心情を持ち、子ども達、それぞれの育ちに応じたかかわ

りを適正にできることが望まれる。気ぜわしい中でもゆとりも持てなければ最善の利益を追求していく

ことは程遠い保育になっていく、 保育に携わるための基礎的なこと、子ども達のことを思い、考え、知

り、理解し生活を支えてあげられることを目標に置き保育を営んでいける素地を持てることを望んでい

ます。加えて人と人がつながりで保育は行われている。職員それぞれが他者への気づかい、内面の読み取

りなど、お互いが子どもの生活、子どものより良い育ちに向けた気持ちのつながりを構築していくこと

が必要です。仲良き中にも言い合える、伝え合える関係性が保育の質の向上、保育者としての向上につな

がることになる。 いい循環が生まれ、保つことが出来れば保育全般においてもよい循環が生まれる。 

保護者との関係、地域との関係、 保育内容そのものにもである 

 目指すべき保育の方向性が定まっているのだが保育の熱量の加減はあることも事実である。 

モチベーションを保つことも至難な現代であるが保育については一人ではなく多くの人がかかわり、保

育を営んでいることを考えると途切れることなく子ども達に愛情を注ぎ、生活が維持されていく 

私たち大人が様々な意味で起伏せずに子ども達の生活を守る必要性を痛切に心にとめながら一緒に 

生きていく（生活する）ことを大切にしていきたい。       

※「保育は人」の文脈 6 年度引用、加筆                     文責  園長 廣部信隆 


